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  告　　　　　示  

山形県告示第68号

　平成23年度における保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法（昭和26年法律第249号）第34条第１項の規

定による許可をすべき皆伐面積の限度は、次のとおりである。

　　平成23年２月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

平成23年２月１日（火）

第2216号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

皆 伐 面 積 の 限 度森林法施行令第４条の２第４項に規定する同一の単位とされる保安林

ヘクタール

314.36

113.56

525.85

90.92

703.21

367.99

410.40

475.12

217.32

106.16

260.16

407.37

422.30

487.69

25.06

11.76

15.26

340.24

143.90

44.85

38.16

31.50

429.37

56.00

水 源 か ん 養 保 安 林

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

土 砂 流 出 防 備 保 安 林

同

同

同

同

同

同

同

同

日 向 川

相 沢 川

田 川

五 十 川 ～ 鼠 ヶ 関 川

鮭 川

小 国 川

銅 山 川 ～ 角 川

北 村 山

寒 河 江 川

月 布 川 ～ 朝 日 川

山 形

白 川

荒 川

置 賜

前 川

日 向 川

相 沢 川

田 川

五 十 川 ～ 鼠 ヶ 関 川

鮭 川

小 国 川

銅 山 川 ～ 角 川

北 村 山

寒 河 江 川
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山形県告示第69号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成23年２月１日から同月14日まで縦覧に供する。

　　平成23年２月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　板井川下山添線

31.56

112.36

504.42

59.26

308.96

25.38

22.82

22.34

3.82

0.62

0.06

8.68

13.06

1.14

16.34

1.64

0.94

6.49

2.84

3.08

4.24

8.92

1.58

11.14

2.82

1.22

3.68

4.52

13.00

1.06

1.12

17.78

5.34

0.12

0.24

0.60

25.15

3.34

18.14

6.40

16.54

0.80

同

同

同

同

同

同

飛 砂 防 備 保 安 林

同

同

防 風 保 安 林

同

干 害 防 備 保 安 林

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

魚 つ き 保 安 林

保 健 保 安 林

同

同

同

同

同

同

同

同

月 布 川 ～ 朝 日 川

山 形

白 川

荒 川

置 賜

前 川

遊 佐 町

酒 田 市

鶴 岡 市

遊 佐 町

酒 田 市

酒 田 市

鶴 岡 市

庄 内 町

戸 沢 村

舟 形 町

鮭 川 村

最 上 町

大 蔵 村

村 山 市

東 根 市

寒 河 江 市

朝 日 町

大 江 町

山 形 市

上 山 市

天 童 市

米 沢 市

小 国 町

飯 豊 町

白 鷹 町

高 畠 町

鶴 岡 市

鶴 岡 市

最 上 町

村 山 市

東 根 市

尾 花 沢 市

寒 河 江 市

大 江 町

天 童 市

上 山 市
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２　供用開始の区間　　鶴岡市上山添字神明前288番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　281番まで

３　供用開始の期日　　平成23年２月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第70号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定により、道路管理者山形県知事

から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成23年２月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　鶴岡市白山地域

２　公共測量を実施した期間

　　平成22年11月22日から同年12月24日まで

３　作業の種類

　　公共測量（一般県道湯田川大山線の整備に伴う道路台帳の作成）
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